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別記様式（第３条関係）  

会  議  録（１）  

会議の名称  第 4 回桶川市道の駅整備事業者選定委員会  

開催日時  
令和 4 年 8 月 9 日（火）  

（開会）午後 2 時・（閉会）午後 4 時 1 0 分  

開催場所  桶川市農業センター  大会議室  

主宰者の氏名   

議長の氏名   

出席者氏名  

（委員）  

岡田委員、難波委員、北村委員、佐藤委員、相馬委員、  
砂川委員、武田委員、水村委員、木住野委員  
（※各号委員ごとに五十音順）  

欠席者氏名  

（委員）  
竹中委員  

説明員氏名   

事務局職員  

職名及び氏名  

【桶川市】  

環境経済部   金子部長、本庄副部長  

道の駅整備課  山田課長、大沢副課長兼係長、廿樂主任、  

小川主事  

【国際航業株式会社】  

牧野氏  信定氏  

会  

 

議  

 

事  

 

項  

議  題   

議事  

（１）傍聴について  

（２）募集要項等の公表以降の経過について  

（３）第一次審査結果および第二次審査の要求水準書への  

適合結果について  

（４）第二次審査について  

その他  

（１）第 5 回選定委員会について  

決定事項等   

■  議事の傍聴及び会議録については、公開とする  

 

■  第二次審査について  

・プレゼンテーション及び審査方法を決定  

・事前準備内容を決定  

 

■  次回のスケジュールを以下の通り予定  

  第 5 回：令和 4 年 8 月 2 9 日（月）  

配布資料  

配付資料：次第、資料 1～資料 7  
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会  議  録（２）  

議  事  の  経  過  

発言者  発  言  内  容  

〈開会〉  

１．あいさつ  

会 長  

本日は猛暑のなか、お集まりいただきありがとうございま

す。今回は事業者から提出された書類の第一次審査である要求

水準の適合審査結果、並びに 8 月下旬に予定されています第二

次審査の方法について皆様に審議いただきたいと考えておりま

す。  

２．審議事項の確認  

会 長  

本日は 1 6 時までを委員会の予定としておりますので、ご協

力をよろしくお願いいたします。それでは、審議事項の確認に

ついて事務局より説明をお願いいたします。  

事 務 局  

 それでは、前回までの内容の振り返りと合わせて、本日の委

員会での審議事項の確認をさせていただきます。  

前回までの内容の振り返りにつきましては、令和 3 年 7 月

3 0 日に第 1 回委員会を実施し、委嘱式や事業概要の説明等を

行ったところでございます。  

令和 3 年 1 0 月 2 8 日の第 2 回委員会、1 1 月 2 9 日の第 3 回

委員会を実施し、「評価基準」についてご審議いただき、審査

基準書および採点表の決定を行ったところでございます。  

本日の第 4 回委員会の内容につきましては、「提案書内容要

旨の確認」および「プレゼンテーション及び審査の流れの説

明」となります。  

３．議事  

（１）傍聴について  

会 長  では事務局より説明をお願いします。  

事 務 局  

今回の議事の公開／非公開につきまして、桶川市情報公開条

例等の規定の確認をしたところ、非公開情報にはあたりません

でした。  

そのため、当委員会規則に基づき、原則公開としても差し支

えないと事務局としては考えております。  

会 長  
ただいまの説明の通り、傍聴については原則公開ということ

で執り行いたいと思いますがよろしいでしょうか。  

 （異議なし）  

会 長  
それでは承認いただきましたので、次に進めたいと思いま

す。本日は傍聴希望の方がおりますでしょうか。  

事 務 局  本日は傍聴希望の方はおりません。  

会 長  承知いたしました。  

（２）募集要項等の公表以降の経過について  

会 長  事務局より説明をお願いいたします。  
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事 務 局  

令和 4 年 4 月 6 日に「募集要項等の公表」による道の駅整

備事業者の募集を開始し、その後、一次審査書類に対する質

問、回答を行いまして、4 月 2 8 日までに「3 グループから参

加表明および第一次審査書類の提出」がございました。  

第一次審査書類につきましては、前回の委員会でもご説明し

ました通り、定量的な審査であるため、事務局で資格審査を行

わせていただきました。その結果、提出のあった 3 グループと

も資格要件を満たしておりましたので、5 月 1 3 日に「第一次

審査結果の通知」を応募グループに通知し、委員の皆様には 5

月 1 9 日に「結果および応募事業者に関する情報提供」をさせ

ていただいたところでございます。  

その間に二次審査書類に対する質問、回答を行いまして、要

求水準書の記載内容に関する考え方や契約書案等についての質

問および回答を 5 月 1 3 日に行いました。  

その後、5 月 2 6 日には応募があった 3 グループ全てと「個

別対話」を行いましたが、7 月 1 1 日に 1 グループから、資材

高騰等の影響により、参加辞退の申し出があり、7 月 1 5 日の

第二次審査書類の提出期限には残りの 2 グループから書類の提

出がございました。  

委員への第二次審査書類の提供につきましては、7 月 1 5 日

に先行して会長および職務代理者に提供させていただき、その

後、事務局で要求水準の内容を満たしているかの確認をしたう

えで、令和 4 年 8 月 1 日以降に各委員の皆様に第二次審査書

類を提供させていただいたところでございます。  

会 長  
ありがとうございます。次の議事（３）で詳細の説明をお願

いしたいと思います。  

（３）第一次審査結果および第二次審査の要求水準書への適合結果について  

会 長  では事務局より説明をお願いいたします。  

事 務 局  

「1《第一次審査結果》」の「（1）資格審査」につきまし

て、募集要項に定めた「①公募参加者の構成」および「②参加

資格要件」といった定量的な事項について、資格審査を行いま

した。審査結果でございますが、応募があった 3 グループ全て

において資格要件を満たしていることを確認しました。  

「2《第二次審査の要求水準書への適合審査結果》」の

「（1）予定価格への適合審査」につきまして、第二次審査書

類の提出があった T T C グループおよび D U A T 桶川パートナ

ーズグループについて、予定価格と比較しました。結果でござ

いますが、T T C グループは予定価格以下であることが確認で

きましたが、D U A T 桶川パートナーズグループについては、

施設整備業務・開業準備業務の提案額が予定価格を超過してい

ることが確認されたため、失格となりました。  

「（2）要求水準への適合審査」につきまして、（1）の予定

価格への適合審査を通過した T T C グループについて、審査を

行いました。適合結果ですが、要求水準を満たしていることを

確認しました。  

以上、第一次審査結果および第二次審査の要求水準を満たし

ている T T C グループを選定委員会において審査していただけ

ればと存じます。  
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会 長  

2 つの事業者から応募があり、内容について事務局で審査し

ていただいた結果、1 者が予定価格を超えているため失格とな

り、残り 1 者について、以降の審議を進めていくと事務局から

報告がありました。この点について何かご質問あるいはご意見

はありますでしょうか。  

A 委 員  

失格となったグループの施設整備業務・開業準備業務につい

て、予定価格から 6 億ほど乖離がありますが、その主な要因は

どのようなものなのでしょうか。  

事 務 局  

大きなところは建設資材の高騰と併せて人件費上昇があり、

グループとしては、予定価格内に納めることができなかった、

ということを伺っています。  

B 委 員  

辞退したグループの理由が、資材の高騰ということですが、

資材の高騰は、どの会社でも分かっていると思います。そうい

ったことに対する救済措置が無かったため辞退となったのか、

または事務局として県のような契約後に 3 割ぐらい余裕を持た

せるといった施策を考えていたのでしょうか。  

事 務 局  

予定価格を超えたグループについては、昨年度の実施方針の

段階で、早い段階からグループを組んで検討を進めていまし

た。資材高騰を背景に、グループとして早期から様々な努力を

したところですが、グループ全体として考えても、予定価格内

に抑えることができないとのことでした。もう 1 つのグループ

については現時点で予定価格以下となっておりますが、資材高

騰等が今後も続く可能性があり、工事着手時点にさらに工事資

材が上がっているということが確認できれば、事業者が負える

リスクではないため、スライド条項や県の基準等により対応し

ていきたいと考えております。  

B 委 員  

そのような対応をすることになっているのであれば、当該グ

ループは辞退しなかったのではないでしょうか。それ以外にも

理由はあったのでしょうか。  

事 務 局  

今お話しした資材高騰のほかにも、グループ内でも意見が

色々出ていたところだと個別対話を通じて感じたところです。

本当の理由をヒアリングの中で全てを把握することはできませ

んでしたが、本事業者選定は市側の要求する性能により発注す

るもので、事業者が持つノウハウにより様々な経費削減等が期

待できるものですが、当該グループではそういう面で難しかっ

た、ということだと理解しています。  

会 長  
ほかに何かありますでしょうか。ないようでしたら次の議事

に進めてまいりたいと思います。  

（４）第二次審査について  

①  プレゼンテーション及び審査について  

会 長  それでは事務局からご説明をお願いします。  
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事 務 局  

第 5 回委員会の進め方（案）の「1 基本的事項」の「（1）

日時等」につきまして、実施日は令和 4 年 8 月 2 9 日月曜日、

1 2 時 3 0 分開始とし、会場は農業センター大会議室、第 5 回

委員会につきましても公開で開催したいと存じます。  

「（2）傍聴」つきましては、受付は開会の 3 0 分前から 5

分前、定員は市内在住の方 3 0 名程度とし、先着順で考えてお

ります。傍聴は農業センターの和室研修室でプレゼンテーショ

ン等の中継映像と音声を視聴する形で行わせていただきたいと

考えております。このようなやり方を取らせていただく理由

は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からでございま

す。  

「2 プレゼンテーションについて」の「（1）プロジェクタ

ーの使用及び配布資料」につきましては、事業者のプロジェク

ターの使用を認め、プロジェクターの投影は、企画提案書に基

づいている事項に限り認めるものとします。また、これまでの

委員会で、提案書が絶対的な評価の対象であると決定しており

ますことから、新たな提案となる当日の配布資料は認めないも

のとしますが、企画提案書に基づくプロジェクターに投影する

資料につきましては、委員の皆様に配布する予定でございま

す。なお、このプレゼンで使用する資料は、傍聴人にも映像で

ご覧いただけるようにいたします。  

「（2）提案者の入室人数及び説明員等」につきましては、

グループの入室人数の上限を 6 名、応募グループに限るものと

し、説明員は代表企業に限らず、入室した者が行うものといた

します。  

 

次に「第 5 回委員会の時間構成」につきまして、第 1 部は事

業者のプレゼンテーション、第 2 部は審査の、2 部構成とさせ

ていただいております。第 1 部は 1 2 時 3 0 分に開会としてお

りますので、傍聴人の受付はその 3 0 分前の 1 2 時より開始い

たします。開会後、当日の進行説明等オリエンテーションを行

います。  

その後、事業者が入室、準備をしまして、プレゼンテーショ

ンを開始します。事業者のプレゼンテーションは 2 0 分、質疑

応答を 4 0 分で設定しております。なお、プレゼンテーション

時の時間管理は事務局で行わせていただく予定でございます。  

プレゼンテーション等終了後、委員の皆様には 2 0 分で採点

をして頂きます。  

ここまでが第 1 部となります。  

その後、委員の皆様が休憩している間に、採点を集計させて

いただきます。  
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事 務 局  

第 2 部につきましては、集計結果の報告、及び委員の皆様か

ら感想などの意見発表をしていただきたいと考えております。  

意見発表や集計結果を参考に委員の皆様は、ご自身の採点表

を再度確認していただき、修正が必要であれば採点表を修正し

ていただければと存じます。  

採点表の再集計を行い、集計結果を報告させていただきまし

て、最優秀提案を決定して参りたいと考えております。  

 その後、講評用資料作成のために意見等を用紙に記入してい

ただき、閉会を予定しています。  

 以上が第 5 回委員会の時間構成でございます。  

次に、プレゼンテーション時の会場レイアウトは、委員の皆

様は馬蹄形に並んでいただき、正面の壁にプロジェクターを投

影してプレゼンテーションを行っていただくことを予定してい

ます。  

 

次に「傍聴される方へのお願い」につきまして、傍聴人へ配

布する資料となります。こちらの資料は、これまで委員会で決

めた傍聴要領に基づいて作成しておりますが、第 5 回委員会は

プレゼンテーションということもございますので   

「1 傍聴する場合の手続き」  の（2）について、定員を「市

内在住の方 3 0 名程度」に変更し、「3 会議を傍聴するに当た

って守るべき事項」の（5）会場内ではマスクを着用するこ

と、そして一番下の「プレゼンテーションを行う事業者につい

て」を追記しております。なお、傍聴については、傍聴人の住

所、氏名、体温等の健康状態の確認など新型コロナウイルス感

染症の拡大防止に十分配慮いたします。  

 

次に、「審査」の「1 審査方法」は、第 3 回委員会で決定い

たしましたとおり、委員の皆様の評価結果を得点化し採点の平

均点を取るものとしています。審査の流れは、委員の皆様の採

点後、採点表を集計し、集計結果を委員会で確認をする流れを

考えています。この際、委員の皆様の採点結果を一覧表にして

お渡ししますが、委員の名前は実名ではなく、個人の名前が特

定されないよう A 委員、B 委員のような仮名の形でお渡ししま

す。そして、本人のみが、例えば、自分が A 委員であるとわ

かるよう、第 5 回委員会では委員の皆様の採点表にあらかじ

め、A 委員、B 委員などを記載してお渡し、確認していただく

ことを予定しています。  

採点表の集計結果を報告後、委員の皆様から感想など意見発

表していただきたいと考えています。委員の皆様からの専門的

な意見や感想を聞くことで、改めて自分の採点表を確認し、見

直しや間違いがあれば修正をしていただければと存じます。そ

の後、再度、事務局で採点表の集計を行い、採点表の集計結果

を委員会へ報告し、優先交渉権者を決定して参りたいと考えて

います。  
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事 務 局  

「2 講評資料について」は、事業者が決定しましたら、審査

結果に基づく講評用資料を作成し、すみやかにホームページで

公開する予定です。具体的な講評資料（案）は、これまで 3 回

の委員会までの内容を基に記載できるところは記載していま

す。  

内容は、選定委員会設置目的、審査体制の記載、審査方法、

審査フロー、募集の経緯、選定委員会の開催、応募者を記載し

ています。審査結果につきましては、第一次審査、第二次審査

について記載できるところは記載してございます。なお、第二

次審査の結果の部分につきましては、第 5 回委員会によって、

具体的な点数等を記載することになります。  

次に、「4 の 1 総評」、「4 の 2 その他委員の意見」は、点

数のみでは評価項目において良かった点等の内容がわからない

ことから、具体的な評価内容について委員の皆様の意見を参考

に作成して参りたいと考えております。  

具体的な作成方法ですが、「4 の 1 総評」の部分につきまし

ては、委員全員の採点表の集計結果が判明しますと、採点表の

事業全体、施設整備など 6 区分の評価項目の中で、それぞれ、

評価の高い項目や低い項目もわかりますので、その評価の高い

項目や低い項目について、資料に記載していただいた、意見を

基に作成していきたいと考えています。  

また、資料に記載していただいた意見は、委員の皆様からい

ただいた貴重な意見であり、「4 の 1 総評」に記載しない意見

については、「4 の 2 その他委員の意見」の部分で全ての意見

を採点表の評価項目ごとに集約し記載していきたいと考えてお

ります。  

最後に「2 講評資料について」の講評資料の作成の流れです

が、第 5 回委員会で委員の皆様が講評内容について資料の用紙

に記入後、事務局へ提出していただき、その後、会長、職務代

理者と相談ながら講評資料案をとりまとめ、委員の皆様が確認

していただいた後に、ホームページに公表して参りたいと考え

ています。  

なお、資料に記載する内容は審査の際に行う、感想などの意

見発表の内容と同じでも問題ありません。  

 

最後に、事業者よりプレゼンテーションにおいて、提案書に

基づいた 3 D 映像を委員の皆様にお見せしたいとの要望があり

ました。提案書に基づくものであれば、問題ないと考えており

ますが、この点について、認めて良いかも合わせてご審議をお

願いします。  

会 長  

内容が盛りだくさんになっていますので、まずは審査方法に

ついてのご意見ご質問をお寄せいただき、その後に講評資料の

審議をお願いしたいと考えています。  

まず、審査方法の意見を伺うまえに、プレゼンテーションの

中で 3 D 映像を用いたいという事業者からの要望に対する許可

について、委員の皆様からご意見いただきたいと思いますが、

このことについていかがでしょうか。  

 （意見なし）  
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会 長  

3 D 映像は、提出資料に関わりのないさらなる追加説明では

なく、あくまでも提出資料の補足という理解でよろしいでしょ

うか。  

事 務 局  はい。  

会 長  
ということで、3 D 映像を用いた説明を認めるということで

よろしいでしょうか。  

 （異議なし）  

会 長  続いて、審査方法についていかがでしょうか。  

A 委 員  

傍聴の受付を 5 分前で締め切るとのお話でした。傍聴希望者

が多数なのであれば仕方ありませんが、3 0 人に満たないな

ら、そこで受付を締め切るのではなく、フレキシブルに対応で

きるように考えていただきたいと思うのですがどうでしょう

か。  

事 務 局  

委員会を農業センターで実施する意図が、市民の方に道の駅

となる場所を見ていただくことにもありますので、ご意見に沿

った対応にさせていただきたいと思います。  

C 委 員  
傍聴は 1 部ではなく、2 部も傍聴ということでよろしいでし

ょうか。  

事 務 局  はい、事務局ではそのように考えています。  

B 委 員  

採点が 2 0 分となっています。実際にやる中では採点時間が

2 0 分では足りないということもありえそうですが、多少は時

間の延長があっても構わないでしょうか。  

会 長  
多少柔軟に対応しても良いと思うのですが、事務局いかがで

しょうか。  

事 務 局  事務局といたしましても、そのように考えております。  

会 長  
 その点は B 委員がおっしゃる通り、フレキシブルに対応で

きればと思います。  

D 委 員  

 「傍聴される方へのお願い」の（2）に、傍聴受付を「先着

順により難い場合は、抽選にすると」ありますが、これは例え

ば農業従事者の方を優先するといったことなのでしょうか。先

着順により難いとはどういう場合を想定しているのか教えてい

ただけないでしょうか。  

事 務 局  

 例えば、既に受付人数が 2 9 人となっていて、3 0 人目に相当

する受付が 5 人のグループで来られた場合などを想定しまし

た。ただ 3 0 人程度という考え方ですので、柔軟な対応を考え

ております。  

会 長  

審査の流れで、感想・意見発表の話が書いてあり、この点は

前回委員会での審議結果を反映されたものと理解しています。

この際に具体的な流れとして、感想は全員が一言ずつ発してい

くのでしょうか、あるいは手を上げた人だけが話すということ

を想定しているのでしょうか。  
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事 務 局  

様々な専門性を持つ方々に委員として入っていただいていま

すので、各委員からご意見を頂ければと考えています。また講

評において、よかったこと、こうしてもらいたいなどの意見集

約、改善したい点など、提案事業者に関する意見等の資料にも

つながっていくことである点からも、専門性のある各委員から

ご意見を伺うことができればと考えております。  

会 長  

 専門性のある委員の方々にお集まり頂いているところもあり

ますので、採点において特に大きく変動した場所に関する説明

でも結構ですので、参加された皆様一通りに声を発していただ

きたいと考えていますが、皆様よろしいでしょうか。  

 （異議なし）  

会 長  

また、私自身外部の者ですので、地場産業の話は地元の方の

ご意見を聞かないとよくわからないところもあります。そのあ

たりは個別に特出しして皆さんの意見をお伺いしてみたいと思

うのですがよろしいでしょうか。  

 （異議なし）  

会 長  
それでは、それぞれの専門家がお互いを補うというワンチー

ムで進めさせていただきたいと思います。  

A 委 員  

通常のプロポーザルなら提案者が複数者いて、比較しながら

点数をつけていくことになります。今回は 1 者ということにな

るので、数者比較して評価するのと、委員としての姿勢も変わ

ってくると思うのですが、どう考えるべきでしょうか。また、

例えば何点以下なら採用されないといった、基準点について想

定していないのでしょうか。  

事 務 局  

これまでの委員会において、相対評価ではなく絶対評価にし

ていこうということになっています。確かに比較したほうが評

価しやすいという点はございますし、評価が難しくなるとは思

いますが、絶対評価として評価していただきたいと考えていま

す。また、最低評価点に関してですが、4 段階の一番下のラン

クでも市の要求水準は満たしているということになります。  

会 長  

最低ラインは設けず、進めるということですね。私も 1 者だ

けのプロポーザルで同様の方法で進めた経験がございます。D

委員は複数のそういった案件に携わっておられると思います

が、いかがでしょうか。  

D 委 員  

提案事業者に関する意見等の資料にあるような良かった、改

善してほしい点について、どこまで事業者が対応できるかは内

容次第ではありますが、改善点を積極的に書いていただいて、

提示していき、よりよい提案にしていくことになると思いま

す。また、改めて審査基準書を確認しましたが、足切り点は設

定されていません。後付けで足切り点を設定することはできな

いので、1 者と今後どのようにお付き合いしていくのかという

ことを前向きに考えていくことになるのが妥当であると思いま

す。  

会 長  

Ⅾ委員からもお話ありましたように、本件は足切り点を設け

ていません。ですので、我々の合議の中で、満点に近づけられ

るように講評で示し、事業者さんに自助努力の中で頑張ってい

ただくという対応で、次回対応をしていくということになりま

す。A 委員いかがでしょうか。  
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A 委 員  

お互いに話し合いながらということで理解しました。ところ

で先ほど辞退する会社について費用のお話がありましたが、令

和 4 年 1 2 月に契約するにあたって、提案書提出時点である令

和 4 年 7 月時点では事業費として問題ないとしていても、契約

時点で事業費が上がってしまったということが安易にでてきて

しまうと他者との公平性という観点から適当ではないように感

じます。このような点に関してどのように考えているのか、基

準として金額をどの時点でどのように固めるのかについて伺い

たいと思います。  

事 務 局  

 令和 4 年 7 月 1 5 日で提案書を受け付けています。その年月

を設計・建設費の基準に考えており、その時点での価格という

ことで考えています。このあと、順調に行けば、令和 4 年 9 月

に仮契約、同年 1 2 月に本契約となると想定しています。令和

4 年 7 月と、工事実施時点となる令和 5 年秋頃の工事単価につ

いて建設物価等の公表されている単価を比べ、明らかに事業者

側ではコントロールし得ないリスクというのがあるならば、国

や県の基準に沿って対応していく必要があると考えています。  

A 委 員  

通常、仮契約の時点で事業者は工事資材を発注する等を行う

ため、仮契約後に契約解除等を行うと事業者に損失が生じてし

まう。それが工事の時点までとなるとおかしいと思います。通

常、基準日は仮契約の時点ではないでしょうか。  

事 務 局  
市でも同様の事例がないため、国等の基準を参考にしなが

ら、適切な対応をしてまいりたいと考えております。  

B 委 員  

2 点あります。まず採点の件については会長のいうとおり、

できるだけこちらの意向を伝えるために、多くの意見を出すこ

とが重要であると考えます。2 つ目に資材不足や高騰の点につ

いては、大変な状況になっていると理解しています。ほかの市

の事業においても、入札参加者の辞退が続出していて困ってい

るところでもあります。国や県の基準をしっかりと調べ、根拠

をしっかり取り揃えていくことが必要だと考えています。6 か

月や 1 年の単位で価格変動がないことを前提とした従前の考え

方は通用しない状況ですので、そのあたりはしっかりと考えて

事業の実施をしていただくようにお願いしたいと考えていま

す。  

事 務 局  

企業がリスクを背負えない部分については、市が負担してい

くということが必要であると考えています。なお、先ほど令和

4 年 7 月 1 5 日を基準日としてお話しましたが、契約書（案）

に基づくと A 委員が仰っていたことが正しく、仮契約をした

日が基準日となっています。申し訳ありませんでした。また、

スライド条項に関しては、市の請負契約約款などもございます

ので、そちらも参照しながら、適切に対応していきたいと考え

ています。  

A 委 員  

 仮契約時点で契約価格と内訳書をしっかりと設定するように

していただかないと、今後事業実施に影響が大きくなると思う

のですが、その点に関してはいかがでしょうか。  

事 務 局  

内訳書が基準となるので、しっかりと整理していきたいと思

います。また、ご指摘の価格の基準日、変更などに関して、事

業者との間で齟齬が生じないように、丁寧に進めていきたいと

思います。  
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D 委 員  

 先ほど入札辞退が相次いでいるというお話がありましたが、

特に P P P は事業期間が長いケースが多いので、非常に難しい

状態になっています。予定価格超過により辞退する事業者がい

る中で、「提案時点では予定価格内の提案であったとしても、

事業を進めていく中で、よくわからない要因で事業費が高騰す

る」といったことが起こると困るというのは理解できます。一

方で、仮契約をしたあと設計を行い、施工するということでど

うしてもタイムラグは生じてしまうのは実態としてあります。

ですので、正しく運用するところは正しく運用するということ

でよいと思いますが、自治体によってはスライド条項があって

も上限額が決まっていて対応できないというようなことがある

など、物価がとても上がっていても対応してもらえないという

ことで、困っている事業者さんもいると聞いています。昨今で

資材によっては何十パーセントと上がっているというものもあ

りますので、そういったものをきちんと見ていくようにしてい

くことが重要であると思います。  

事 務 局  

国や県などの基準を踏まえながら、事業者が困らないような

対応を関連部局と調整しながら行っていきたいと考えていま

す。  

会 長  

約 1 1 億という施設整備費は、多少の安全率を含めた価格に

なっているのでしょうか。委員からの要望を事業者に伝えるこ

ともあるため、それに伴い当然設計の変更もあるとは思うので

すが、そういったことを可能とする安全率というか、余裕を含

めた設定になっているのでしょうか。  

事 務 局  

安全率を含めているのかはわからないところです。しっかり

確認ができるような進め方をしていきたいと思います。事業者

側の作成してきている現在の事業費は、先ほど A 委員からの

ご指摘があったレベルの内訳とはなっておらず、価格も一式で

計上されているため、提案書から実態の把握を行うことは困難

であると思います。今後、事業者と調整する中で、詳細な内訳

を把握していきたいと考えています。  

会 長  

プレゼンが次回予定されていますが、提案書を拝見するなか

で、いくつか修正をお願いしたいと思うところもあります。そ

ういった面の可能性をどこまで金額に含めているか、事業者に

聞いてみたいと思ったのですが、特に問題ないでしょうか。  

事 務 局  

正直なところ聞いてよいのか分からないところですが、市と

してはこれまで様々な委員会などを踏まえて整備計画等を立案

し、これに基づいて要求水準を作成してきたところです。事業

者は要求水準を満たしながらも本提案がより良くなるように提

案してきておりますが、委員の皆様からの意見をプラスするこ

とにより、よくなる点については、事業者には行っていただき

たいとは思います。しかしそれによって、バランスを崩してし

まうようなこともあり得る話ですので、事業者側と話し合いな

がら丁寧に進めていくことが必要かと考えている次第です。  



12 

A 委 員  

先日、T T C の運営する複数の道の駅を見てきたところ、R C

造ではない、また過度に立派なものでもない、ほぼ同じような

設計となっていました。あれらの施設を見た感じでは、十分や

っていけるかなという感想を持ちました。木更津はすごく賑わ

っていましたが、山梨のほうはそれ程かなという感じです。  

 

会 長  

その他ご意見無いようですので、次に講評資料について、ご

意見はありますでしょうか。全体の講評として、「よかったこ

と」と「改善してほしいこと」を明示する、その他意見につい

ても事業者に明示し、事業者の裁量により、できる・できない

を判断する、ということになっていますが、なにかご意見はあ

りますか。  

A 委 員  

各委員から要望が沢山出ると思うのですが、これができてこ

れができないといった許容範囲はどこまでになるのでしょう

か。  

事 務 局  

事務局として考えていますのは、採点表が 6 項目あります。

委員の質問を評価項目ごとに分けて、質問を整理させて頂きた

いと考えています。この際、委員には事業者にヒアリングでご

確認いただいたうえで、対応できそうな前向きなところがあれ

ばという観点で、ご意見を書いていただければと考えていま

す。ですので、ご意見の数という点では制限を特段には考えて

いません。  

会 長  

関連の質問となりますが、類似の要望も出てくると思います

し、これを全て書いていくと膨大な数となってしまうことが懸

念されますが、集約整理の可能性についてはどのようにお考え

でしょうか。  

事 務 局  

委員の質問などの主旨が変わらない範囲でまとめたほうが良

いと考えていますが、集約することで意味が変わってしまうの

であれば、まとめないほうが良いと考えています。  

同じような意味であれば集約したいと考えています。  

会 長  

事業者側の立場からすると、「てにをは」の違いで多くの意

見が羅列されると大変なように思えます。ですので、「各委員

から提示された生の文章」と、「どう集約したか」という対照

表があれば、恣意的にまとめるということはならないと思うの

ですが、いかがでしょうか。  

事 務 局  

委員の意見は最終的にまとめて H P 上で公表していくので、

講評資料に記載内容が収まるのであればまとめることが必須で

はないかもしれません。ただ現時点ではどの程度のご意見をい

ただくことになるのかの想定ができませんので、何とも言えま

せん。  

会 長  

恣意的ならないように対照表をつくって配慮されたものであ

れば、集約化することが事業者にとって理解しやすいものにな

るかと思います。  

事 務 局  

公表するものは集約化し、生のご意見は事業者に直接お渡し

するという方法もあります。H P 上に載せる関係から、様々な

方にとって、見やすくすることも重要かと思います。  
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会 長  

最大の懸念事項は、委員の意見の集約に伴って、意見が恣意

的に歪められないかというところにあります。したがって、集

約の段階で対照表を作成して恣意的に歪められていないことを

確認しておくこと、また公表する資料は集約後の意見とすると

いう方針と考えますが、この方針について皆様のご意見を賜り

たいと思います。  

D 委 員  

1 者入札のこれまで関与したケースで、多くの意見が出たと

いうケースがありました。要求水準ギリギリなので改善を促す

点に関して、審査講評では意見を書いています。ただ、それ以

外のもろもろ出た細かな意見については、先ほどからご意見の

あったように、これから市と事業者が交渉していくための資料

にする、委員会の資料とするといった取り扱いとしました。審

査講評は審査表や要望を出すわけではないので、その点は区別

をしたほうが良いように思います。  

会 長  

交通整理すると、審査講評は総評であることから、総論とし

て大枠のポイントを開示する。一方で、事業者向けの個別の要

望は、内部資料として分けて考える。しっかり対照表を作っ

て、集約した内容を作成して事業者に提示していくということ

でいかがでしょうか。  

A 委 員  

事務局でまずまとめてもらう、そういった途中経過の資料は

公表する必要はないように思えます。そしてある程度まとまっ

た資料については、きちんと出していくようにすればよいので

はないでしょうか。  

会 長  

事務局側の対応として可能でしょうか。また、公表するのが

即日であるのか、後日としてもよいのかという、集約の期間を

どうするかについても課題があります。  

B 委 員  
基本は即日で、検討を要するものは、後日でとしては如何か

と思います。  

会 長  

8 月 2 9 日に個別具体の意見が出て、それを記録し集約しま

す。ただ調べないとわからないものもあろうかと思いますの

で、そういったものは委員の意見について期日を定めて提出の

のち集約します。その後、事務局で集約した対照表を各委員に

て書面審議として確認して頂き、確認後の資料を事業者に提示

するというプロセスでいかがでしょうか。  

事 務 局  

 事務局として想定していたのは、総評については、採点した

なかで出てきた感想、意見に基づいて会長を中心にまとめてい

ただきたいと考えていました。ただ、その他意見については、

いま審議いただいているプロセスであると、速やかに公表する

ことが望ましい中で、どうしても時間がかかってしまう点、お

よび 8 月で月末の忙しい時期で各委員にご対応をお願いするこ

とが難しくならないかが気がかりな点であります。  

会 長  8 月に議会はあったでしょうか。  

A 委 員  
あります。ただ 1 週間ぐらいでまとめるということであれば

いいのではないでしょうか。  

事 務 局  

委員の皆様にはお忙しいところですが、ご確認いただけると

いうことであれば、事務局はすぐにまとめて、数日内で委員の

皆様に共有させていただきたいと思います。  
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A 委 員  

1 週間以内に委員から事務局に提示して、1 0 日以内に事務

局でまとめてもらい委員に書面審議用に提示してもらうという

のはどうでしょうか。  

会 長  

 要望に関する書面の作成審議のプロセスは先のお話のとおり

とし、また事業者にも早期に提示していくことが望ましいの

で、委員においても時間厳守で 7 日以内にご提出いただくよう

にお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。  

 （異論なし）  

会 長  
特にご異論は無いようですので、この流れで進めさせていた

だきたいと思います。  

事 務 局  

4 . 1 に示させていただいている総評については、速やかに公

表して、4 . 2 のその他意見については、後日公表するという流

れでいかがでしょうか。  

会 長  

 総評については各委員からの採点が出てきていて、それに基

づいて会長がまとめるということになるので、こうした方向で

総評を行うということを私から宣言して、即日行うことは可能

であると考えています。  

事 務 局  
総評を H P で公表する際に、要望は後日に公表することを明

示するということでよろしいでしょうか。  

会 長  

 総評は、全体的な特徴をあぶり出すようなところなので速や

かに公表する、ただ 4 . 2 のその他意見は基本設計にも関わって

くる個別具体の内容にもなってくるので、時間を改めて公表す

るというのでいかがでしょうか。  

A 委 員  

 総評であらかじめ講評が出ているのに、個別の意見を後日出

されるというのはどうも判然としないように感じます。総評

は、個別の要望を踏まえたものになるのではないかと思うので

すが。  

B 委 員  

 総評は各委員の意見を踏まえて会長にまとめていただく。た

だ要望は委員の個別意見ですので、総評から逸脱した意見が生

じる可能性は確かにあるようにも思えます。ただ速やかに公表

すべきであること、また総評によって各委員の要望が制限され

てしまうのは望ましくないことから、あくまで総評は全体の意

見であること、その後に個別の意見が出ることは柔軟に対応さ

れるという取り扱いが望ましいように思えます。  

会 長  

 総評は総評ですので、各委員の点数やプレゼンテーションの

質疑応答のなかでどこが主に論点であったのかという情報の開

示にとどめ、そして個別具体の意見は、後から公表ということ

になると考えていますがいかがでしょうか。  

 （異議なし）  

E 委 員  

プロポーザルで点数つけてということですが、今回 1 者とい

うことですので、優先交渉権者になるという前提ということで

良いでしょうか。また仮に、資金的に変更の可能性があるよう

な要望をした場合、その可否について各委員に対して跳ね返っ

てくるということでしょうか。  
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事 務 局  

 先ほど申し上げた通り、今回審査していただく提案は、要求

水準を満たしており、予定価格内に収まっています。委員会で

はどのように満たしているかをご確認していただくことが主眼

ですが、優先交渉権者とすべきかどうかも含め、最終的には委

員会で決めていただくことであると理解しています。また資金

の変更が必要となりうる要望に関しては、市側は既往の計画に

基づき要求水準書を作成し、これに基づき、またコンセプトに

合致した提案として事業者側から提案書をいただいています。

委員の要望については、その方向性の中で反映できる範囲は反

映されると思いますが、例えばエレベータをもう一つ作ってほ

しいというような要望ですと、費用面がどうしても跳ね上がっ

てしまうので、それは難しいと思います。事業者側の努力のな

かで対応できるものはお願いできるかもしれませんが、できる

もの、できないものは出てくると思っています。また、委員か

らの要望の対応可否については、どのような形になるかは未定

ですが、回答を行っていきたいと思います。  

D 委 員  

講評資料の 3 .審査フローに関してなのですが、まず要求水

準の審査を行い、その後技術評価と価格評価を同時に行うこと

になっています。要求水準書には予定価格が書かれていません

ので、予定価格を超過していることが要求水準を満たしていな

いとみるのかが疑問となる 1 点目です。また予定価格を超過す

る札を入れてきていることに関して記録することには個人的に

重要なことであると考えていて、審査上の具体的な価格を示し

ながら失格であったことを示すことは必要であると思います。

価格評価で失格であったため技術評価を行わないとすること自

体は構わないかとは思うのですが、要求水準の適合審査で価格

審査として失格であったことを価格とともに明確に記載したほ

うが良いかと思うのが 2 点目となります。  

会 長  
 具体的な価格を示すことによって、どのようなメリットがあ

るのでしょうか。  

D 委 員  

いま資材高騰が非常に激しい状況にありますが、2 0 0 7 年～

2 0 0 8 年にも同様の事象がありました。当時言われていたの

が、行政の積算が追い付いていない、特に P P P の案件は長期

なこともあり、その傾向が顕著でした。通常の入札でもそうで

すが、失格となる予定価格を超過している金額も公表されま

す。それと同じ意味合いがあると個人的には思います。  

会 長  
現状の資材高騰などの社会情勢を数字で表すという意義をお

話しされていると思いますが、いかがでしょうか。  

事 務 局  

先ほどお話しした失格となった 1 者ですが、予定価格を超過

していることは知っているものの、やってきたことの証として

提案書を提出したいという事業者の強いご意向を受けて受け付

けた形となります。本来は辞退をされると考えていましたの

で、正直なところ事務局として想定していなかったところでは

あります。審査フローは委員会で決定されたことであり、変更

はできませんので、審査結果の 3 . 2 . 1 の部分に金額を書かせて

いただくなど、D 委員の意向を踏まえて、修正させていただき

たいと考えています。  
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会 長  

確認ですが、今記載の修正を行うことを検討したいとおっし

ゃっているのは総評の冒頭部分に対して明記するということで

よろしいでしょうか。  

D 委 員  
3 . 1、3 . 2 . 1～3 . 2 . 3 の書き方をどのようにするのかというこ

とかと思います。  

会 長  わかりました。  

事 務 局  
Ⅾ委員のご意見を踏まえまして、講評資料の 6 ページに金額

を明示するよう改めさせていただきたいと考えています。  

会 長  その他ご質問はありますでしょうか。  

 （意見なし）  

（４）第二次審査について  

②  提案内容について  

会 長  それでは事務局からご説明をお願いします。  

事 務 局  

こちらの採点表は事業者からの提案を実際に評価していただ

く際に使用するもので、左側には、昨年度行った選定委員会の

中でご審議いただきました、評価項目や評価の視点、配点を記

載しています。右側の２列が今回新たに作成しており、評価の

列に、実際に評価していただいた点数を記入します。  

次に、「第二次審査に関する提出書類」の見方ですが、 2 色

のインデックスを用いて、まとめています。大きな赤色のイン

デックスは、「事業全体」、「収支計画」、「施設整備」と言

った、大きな項目ごとにまとめていまして、概ね、採点表の評

価区分と対応するようになっています。  

また、小さな青色のインデックスに、様式番号を記載してお

ります。こちらは、採点表の、一番右側に記載されている様式

ナンバーと対応しておりますので、採点する際の参考としてい

ただければと存じます。  

次に、「図面集」と書かれたファイルにつきましても同様に

まとめており、赤色のインデックスは、大きな項目ごとにまと

め、青色のインデックスで、個別の図面の名称を記載していま

す。  

基本的に「第二次審査に関する提出書類」を見ていただけれ

ば、提案内容の評価は行えるようになっていますが、配置図な

どの絵やそこに書かれている文字などが、わかりにくいことも

ありますので、その際は「図面集」で大きな図面により、確認

いただければと思います。  

 

採点表の評価項目の一つ目の評価区分が緑色の「事業全体」

につき、評価する際にご覧いただく書類は、一つ目の赤色のイ

ンデックス「事業全体」と、二つ目の赤色のインデックス「収

支計画」です。  
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事 務 局  

「事業全体」は 3 - 2 から 3 - 4 の 3 つの様式で構成されてい

ます。  

「収支計画」は 4 - 2 から 4 - 7 の 6 つの様式で構成されてい

ます。「収支計画」では、その名の通り、事業における収支計

画として設計・建設や維持管理・運営など、業務ごとの対価、

すなわち、市が支払う費用に関してや、独立採算事業となる物

販施設や飲食施設の売上予測などが記載されています。  

内容の審査にあたり、専門的な知識が必要になることから、

事業者選定業務の支援委託をしているコンサルタントと公認会

計士により、計画の妥当性などを確認しています。確認の結

果、大きな疑義や問題となる点はありませんでしたが、対価の

積算の過程で、一部の数字に誤記と思われる部分がありまし

た。そのことについて、事前に事業者に問い合わせた結果、提

案内容や提案価格の変更を伴わない、誤記であることが確認で

きましたので、本日の委員会が終わりましたら、様式Ⅳ - 4 - 2

と 4 - 6 について、差し替えの対応をさせていただければと思い

ます。  

続いて、二つ目の評価区分、オレンジ色の「施設整備」を評

価する際の書類が、三つ目の赤色のインデックス「施設整備」

で、5 - 2 から 5 - 1 1 の 1 0 の様式で構成されています。  

様式の種類が多くありますが、採点表の中の 9 つの評価項目

が、5 - 2 から 5 - 1 0 の 9 つの様式と基本的には一対一の関係に

なっています。  

続いて、三つ目の評価区分、紫色の「維持管理」を評価する

際の書類が、四つ目の赤色のインデックス「維持管理」にな

り、7 - 2 と 7 - 3 の 2 つの様式で構成されています。  

続いて四つ目の評価区分、黄色の「開業準備」を評価する際

の書類が、三つ目の「開業準備」になり、6 - 2 と 6 - 3 の 2 つの

様式で構成されています。  

続いて、五つ目の評価区分、黄色の「運営」を評価する際の

書類が、五つ目の赤色のインデックス「運営」になり、8 - 2 か

ら 8 - 4 の 3 つの様式で構成されています。  

続いて、六つ目の評価区分、青色の「提案事項」を評価する

際の書類が、六つ目の赤色のインデックス「提案事項」と、そ

の次の「自主事業」になり、「提案事項」は、9 - 2 から 9 - 8 の

7 つの様式、「自主事業」は 1 0 - 2 と 1 0 - 3 の 2 つの様式で構

成されています。  

会 長  

採点表の上段にある評価 A～D の 4 段階のランクで評価付け

することはこれまでの皆様との協議で決めてきたところです。

これに基づいて評価点を付けていただくことになりますが、採

点表の各審査項目の右欄に記載されている様式ナンバーに対応

する提案書ページを見ながら審査していただくということにな

ります。これに関してご意見などありましたら賜りたいと思い

ますが、いかがでしょうか。  

 （意見なし）  

（４）第二次審査について  

③  事前質問等について  
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会 長  
それでは事前質問に関する件について移りたいと思います。

事務局より説明をお願いします。  

事 務 局  

第 5 回委員会の当日は時間に限りがありますので、審査を

スムーズに進められるよう、事務局から 3 点ほどお願いした

い事項があります。  

まず 1 点目が、「事務局への事前質問の集約」です。これ

は、プレゼンテーションの際に、委員の皆様が、現時点で考

えられる質問を、あらかじめ事務局で集約し、採点表の評価

項目ごとに整理したものを、第 5 回委員会でお配りするもの

です。集約することにより、他の委員がどの点に注目してい

るか、どのような傾向が見受けられるかを確認することがで

きるメリットがあります。このような集約は、一般的に同様

のプロポーザル事例でも行っている手法とのことですので、

本委員会でも同様の取り扱いとし、委員の皆様には、可能な

範囲でご協力いただければと思います。ご協力いただける場

合には、8 月 2 4 日（水）までに、事務局にご提出ください。

なお、集約した質問は、必ず当日に質問しなければならない

というものではありません。  

次に 2 点目が、審査講評資料に記載する「総評」や「その

他委員の意見」の参考とするために、提案事業者に関する意

見を記入するものですが、こちらを事前に記入していただけ

ればと思います。こちらの資料を基に、審査講評資料の作成

を行いますが、当日、記入する時間も限られていることか

ら、事前にある程度、提案内容の良かった点と、その他改善

してほしい点や要望などを記入し、更に、プレゼン当日、加

筆修正をして、第 5 回の委員会終了後に、ご提出いただけれ

ばと思います。  

最後に 3 点目が、「事前採点」です。当日採点時間を 2 0 分

設けていますが、採点項目も多く、その場で一から採点する

のは大変ご苦労することと思われます。そのため、事前に企

画提案書を確認し、採点表に事前採点をしたうえで、当日の

プレゼンテーションに臨んでいただければと思います。当日

のプレゼンテーションや質疑を受けて、採点を修正し構いま

せんし、事前採点をする中で、不明瞭な点がありましたら、

部分的に空欄としても構いません。  

いずれも、審査当日の負担を少しでも軽減するための提案

であるため、あくまで、任意ですが、可能な範囲でご協力い

ただけると幸いです。  

会 長  

少し遡っての質問です。提案事業者に関する意見等の資料

については当日事務局にて回収するとのお話がありました

が、各委員が資料を持ち帰り 1 週間後に事務局に提出すると

いうお話もありました。1 週間後に事務局に提出するデータ

は、電子データを送るという形式がよろしいでしょうか、書

面としてお送りすることがよろしいでしょうか。  

事 務 局  

紙媒体でも電子データでも構いません。電子データでお送り

いただける場合は、電子メールを使用されると思いますので、

別途市にご連絡いただければと思います。  
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会 長  

わかりました。提案事業者に関する意見等の資料は当日回収

用と、後日提出用を分けてということになるという理解でよろ

しいでしょうか。  

事 務 局  その通りです。  

会 長  

8 月 2 9 日がプレゼンテーションによる審査日となります

が、あらかじめ提案書について質問ができるよう提案書の内容

をご確認いただきたいということになるかと思います。その質

問は 8 月 2 4 日（水）までに事務局に提出していただきたいと

う事務局からの説明でした。こちらの説明につきまして、ご意

見、ご質問はございますでしょうか。  

C 委 員  

8 月 2 9 日のプレゼン当日に質問するということになると思

いますが、8 月 2 4 日に提出する事前質問の中でプレゼン当日

に質問できない部分の取り扱いはどのようになるのでしょう

か。事前に事業者に質問書を提示することは余り望ましくない

ように考えますが。また事前に事業者に質問書を提示するな

ら、事前に事業者から回答がいただけることになるのでしょう

か。  

事 務 局  

事業者に事前に質問を提示するという予定はありません。事

前質問書はあくまで、委員の中でどのような点に注目している

のかを確認するためのものとなっています。全ての質問がプレ

ゼン当日の限られた時間の中ではできないところももちろんあ

りえます。このため、委員の皆様のご承認があればという形と

なりますが、事業者に対して後日質問を送り、全ての回答が得

られるかはわかりませんが、付帯事項として回答を事業者から

貰えるようにするということも考えられます。  

会 長  

8 月 2 4 日の事前質問は、事業者への事前質問ではなく、委

員の中の質問の交通整理を行うためのものであり、また、プレ

ゼン当日の時間は限られているので、聞ききれなかった質問

は、事業者に後日質問を送付し、回答を得ることもできるとい

うお話が今、事務局からありましたが、皆様いかがいたしまし

ょうか。  

D 委 員  

通常、プレゼンの中で質問したことは契約にも反映される提

案内容となります。ですが、事後に質問するものは、どのよう

な取扱いになるのかを併せて決めておかないと、事後の質問は

少し難しいように思います。  

事 務 局  

当日できなかった質問を後日送付し、回答を得ること自体は

可能であるとは思います。ただ正直申しまして、当初の段階

で、事後に事業者に質問を送ることまでは事務局として想定し

ていなかったところではあります。このため、事前質問を委員

の皆様に共有し、当日は限られたプレゼン時間とはなってしま

いますが、その中でまとめていただくようにお願いできればと

考えています。  

会 長  

やはり当日のプレゼンの前に質問をまとめてしまう方が混乱

も無くよろしいように感じます。こういった形でよろしいでし

ょうか。  

 （異議なし）  

会 長  
当日は 4 0 分という質問時間ですが、多少柔軟に時間を超え

てもよいという形でもよろしいでしょうか。  
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B 委 員  極端に超過することが無ければいいのではないでしょうか。  

会 長  

それでは特にご意見が無ければ、多少柔軟に余裕を持たせた

形で質疑応答時間を取る形とさせていただきたいと思います。

その他ご意見はありますでしょうか。  

 （異議なし）  

会 長  
以上で全ての議事が終了したと認識しています。進行のご協

力ありがとうございました。  

４．その他  

（１）第 4 回選定委員会について  

会 長  

それではその他の事項に入りますが、第 5 回委員会は 8 月

2 9 日の月曜日ということになります。事務局よりお願いしま

す。  

事 務 局  

連絡事項につきまして 1 点目は、『第 5 回委員会の日時』に

ついては、先ほどの議事でご説明した通り、令和 4 年 8 月 2 9

日（月）1 2 時 3 0 分開始で、事業者によるプレゼンおよび審査

を行います。最後の委員会であり、本委員会のメインですの

で、お時間に余裕をもってお越しいただくようお願いします。  

2 点目は、『事前質問等』について、議事でご説明した通

り、委員の皆様の質問の傾向等を出すため、提出は任意です

が、事務局で取りまとめを行います。質問用紙を提出される方

は 8 月 2 4 日（水）までに事務局にご提出ください。また、質

問用紙と併せて、「提案事業者に関する意見」及び「事前採点

用の採点表」についても、封筒に入れて用意していますので、

事前準備用としてご使用ください。こちらの封筒は、この後の

委員会終了後にお渡しします。各自ご準備いただくようお願い

します。  

また、それ以外に確認したいこと等ありましたら、事務局ま

でご連絡をお願いします。  

会 長  事務局の説明に関してご質問はありますでしょうか。  

 （質問なし）  

会 長  

それでは第 4 回桶川市道の駅整備事業者選定委員会は以上で

終了とさせていただきたいと思います。本日は皆様、大変あり

がとうございました。  

〈閉会〉                             以上  

 

 


